
感染症法に基づく医療措置協定について

令和４年12月の感染症法の改正により、新興感染症の発生・まん延時
に、速やかに医療提供体制を構築するため、県と医療機関は、平時から
「医療措置協定」※を締結することとされました。

（１）協定の対象となる感染症
感染症法上の「新型インフルエンザ等感染症」、「指定感染症」、「新感染症」

※ 医療措置協定の締結に当たっては、新型コロナウイルス感染症への対応を念頭に置き、実際
に発生・まん延した感染症が、事前の想定とは大きく異なる場合は、その感染症の特性に合
わせて協定の内容を見直すなど、実際の状況に応じて機動的に対応

（２）協定の締結主体
医療機関の管理者（病院長等）

（３）協定内容の変更
医療機関側の事情変更等があれば、協定を見直す協議を行うなど、柔軟に対応

（４）協定締結状況の公表
医療措置協定を締結した医療機関は、県のホームページで公表（医療機関名及び協定項目等）

（５）公費負担医療との関係
医療措置協定を締結した、第一種及び第二種協定指定医療機関により実施される入院医療・外来
医療・在宅医療は公費負担医療の対象

１医療措置協定について

２医療措置協定の項目

【流行初期医療確保措置の対象となる基準】

（1）病床確保の基準
①措置の実施に係る知事の要請があった日から起算して原則 7 日以内に実施するものであること
②通知又は医療措置協定に基づき、当該措置を講ずるために確保する病床数が 10床以上であること
③後方支援の役割を担うよう通知を受けた又は医療措置協定を締結した医療機関と必要な連携を行うことその他病床の確保
を適切に実施するために必要な体制を構築するものであること

（2）発熱外来の実施の基準
①措置の実施に係る知事の要請があった日から起算して原則7 日以内に実施するものであること
②通知又は医療措置協定に基づき、 1 日当たり20人以上の新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の疑似症患者若
しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又は新感染症にかかっていると疑われる者若しくha
当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の診療を行うものであること



３医療措置協定の締結手続

○医療措置協定を締結（新規、変更）する場合

【医療措置協定協議用回答フォーム（岩手県電子申請・届出サービス）】

最寄りの保健所又は県庁医療政策室までご相談ください。

①協議開始

②個別協議

③協定締結

・協定の締結（変更又は廃止）を希望する前月の15日までに、医療措置協
定協議用回答フォーム（岩手県電子申請・届出サービス）から必要事項
を入力

・入力内容について、県医療政策室及び保健所と個別調整（必要な場合）
・第一種又は第二種協定指定医療機関の指定に係る保健所の確認（必要な
場合）

・岩手県電子申請・届出サービスから協定書を受領（新規又は変更）
・医療政策室から通知を受領（第一種又は第二種協定指定医療機関の指定）
・岩手県ホームページから以下の内容について確認
①医療措置協定締結医療機関の一覧（毎月更新）
②第一種又は第二種協定指定医療機関の指定状況一覧（毎月更新）

４ 医療措置協定に係る資料

（１）感染症法に基づく医療措置協定について（岩手県ホームページ）
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/iryou/kenkou/1071439.html

（２）改正感染症法に基づく医療措置協定について（第106回社会保障審議会医療部会資料）（厚生労働
省ホームページ）
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001209926.pdf

５ 問い合わせ先

岩手県保健福祉部医療政策室感染症担当（岩手県盛岡市内丸10-1） TEL：019-629-5417

https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/iryou/kenkou/1071439.html
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001209926.pdf

